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Ⅰ. はじめに 

1. 概要 

   本補足説明資料は，以下の説明書についての内容を捕捉するものである。 

本補足説明資料と添付書類との関連を表－1に示す。 

 

・Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち， 

Ⅴ-1-1-2-3「竜巻への配慮に関する説明書」 



 

 

2 

表
－

1 
補
足

説
明

資
料

と
添
付

資
料
と

の
関

連
 

工
事

計
画

添
付

書
類

に
係

わ
る

補
足
説

明
資

料
（

竜
巻

）
 

該
当

添
付

資
料
 

1
.
 

竜
巻

の
影

響
を

考
慮

す
る

施
設
に

つ
い

て
 

 
1
.
1
 
防

護
対

象
施

設
の

抽
出
に

つ
い
て
 

Ⅴ
-
1
-
1-
2
-
3-
2 

 
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
及
び

固
縛

対
象

物
の

選
定
 

 
1
.
2
 
防

護
対

象
施

設
に

波
及
的

影
響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
施
設

の
選

定
に

つ
い

て
 

Ⅴ
-
1
-
1-
2
-
3-
2 

 
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
及
び

固
縛

対
象

物
の

選
定
 

 
1
.
3
 
建

屋
開

口
部

の
調

査
結
果

に
つ
い

て
 

Ⅴ
-
1
-
1-
2
-
3-
2 

 
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
及
び

固
縛

対
象

物
の

選
定
 

 
1
.
4
 
飛

来
物

の
選

定
に

つ
い
て

 
Ⅴ

-
1
-
1-
2
-
3-
2 

 
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
及
び

固
縛

対
象

物
の

選
定
 

 
1
.
5
 
砂

利
等

の
極

小
飛

来
物
に

よ
る
防

護
対

象
施

設
へ

の
影

響
に
つ

い
て
 

Ⅴ
-
1
-
1-
2
-
3-
2 

 
竜

巻
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
及
び

固
縛

対
象

物
の

選
定
 

 
1
.
6
 
屋

外
重

大
事

故
等

対
処
設

備
の
竜

巻
防

護
設

計
に

つ
い

て
 

Ⅴ
-
1
-
1-
2
-
3-
3 

 
竜

巻
防

護
に

関
す

る
施

設
の

設
計
方

針
 

2
.
 

工
事

計
画

変
更

認
可

後
の

変
更
手

続
き

に
つ

い
て
 

 
2
.
1
 
竜

巻
に

関
す

る
工

事
計
画

変
更
認

可
後

の
変

更
申

請
対

象
項
目

の
抽

出
に

つ
い

 

 
 

 て
 

Ⅴ
-
1
-
1-
2
-
3-
1 

 
竜

巻
へ

の
配

慮
に

関
す

る
基

本
方
針
 

  



 

1.6 屋外重大事故等対処設備の竜巻防護設計について 
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1. はじめに 

本資料は，東海第二発電所の屋外の重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）の竜巻

に対する設計方針について補足する資料である。 

東海第二発電所の屋外のＳＡ設備は，竜巻防護対策として，同じ機能を有する設備が竜巻によ

って同時に損傷しないよう，位置的分散を考慮した保管により，必要な機能が損なわれない設計

としており，その詳細について説明する。 

 

2. ＳＡ設備の設計の考え方 

ＳＡ設備は，設計基準事故の範囲を超えた状況において，その機能を期待される設備であり，

直面するさまざまな状況を考慮しても，対応できるように配慮した設計とする必要がある。 

まず，設計基準事故対処設備（以下「ＤＢ設備」という。）については，想定される設計基準

事故に対して確実に対処することが求められるため，個別機器が単体として機能喪失しない対策

を行わなければならない。つまり，竜巻等の想定される自然現象に対して個々の設備がそれぞれ

頑健性を有していることが求められる。 

一方，ＳＡ設備は，設計基準事故を超える事故への対応であるため，想定される自然現象に限

定されることなく，航空機衝突などのテロリズムを考慮しても，重大事故等に対処できるように

設計し，さらにその後の柔軟な対応に資することが求められる。このため，柔軟な対応が可能な

可搬型設備が必要となるが，可搬型設備の設計においては，ＤＢ設備，ＳＡ設備を含めて同じ機

能を有する設備が同時に損傷しないよう，位置的分散を図ることが重要である。また，合わせて，

以下に示す可搬型設備の利点についても考慮した上で，配備することが効果的である。 

 ・機動性（必要時には速やかに使用場所へ移動させることが可能） 

 ・柔軟性（さまざまな事態に対応可能） 

 ・汎用性（一般産業規格を満たす機器を用いて対応の自由度を高める） 

なお，即応性が求められる事象については，常設の設備が有効であり，ＳＡ設備は常設と可搬

型を適切に組み合わせる必要がある。 

 

東海第二発電所の屋外ＳＡ設備の竜巻の風荷重に対する防護においては，同じ機能を有する設

備が同時に機能喪失しないよう保管場所も考慮した設計を行い，重大事故等発生時の対応に必要

な機能を確保し，機動性，柔軟性及び汎用性といった可搬型設備の利点を生かすことにより，プ

ラント全体として，重大事故等発生時の対処能力を高めることを志向した設計を採用している。 

 

3. 東海第二発電所におけるＳＡ設備の具体的な竜巻防護設計 

3.1  設計の考え方について 

東海第二発電所の屋外ＳＡ設備においては，技術基準規則第 54 条の要求事項を踏まえた設

計方針（表 3－1）に従って，位置的分散による機能維持及び悪影響防止のための固縛により

設計を行っている。 

位置的分散による機能維持及び悪影響防止のための固縛による設計について，設計の考え方

と具体的な設計内容について，表 3－2に整理する。 
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3.2  機能維持 

「3.1 設計の考え方」に記載した位置的分散による機能維持設計について，屋外ＳＡ設備

に展開し設計を行った結果を表 3－3 に整理する。また，屋外ＳＡ設備の保管場所の位置図を

図 3－1 に示す。 

3.3  悪影響防止 

悪影響防止のための固縛については，位置的分散とあいまって，屋外ＳＡ設備の浮き上がり

又は横滑りによってＤＢ設備（防護対象施設）や他のＳＡ設備に衝突し，損傷させることのな

い設計とするため，全ての屋外ＳＡ設備を検討の対象とする。 
固縛装置の設計においては，風荷重による浮き上がり又は横滑りの荷重並びに保管場所を踏

まえて固縛の要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生する風荷重に耐える設計とする。 
横滑りを考慮する対象設備の選定に当たっては，屋外ＳＡ設備が横滑りにより移動した場合

に，防護対象施設や他のＳＡ設備に衝突する可能性のある設備を抽出する。検討対象とする屋

外ＳＡ設備と，防護対象施設や他のＳＡ設備の間に，建屋等の障害物がある場合，衝突する可

能性がないため，対象外とする。 
横滑り対策の対象とする保管場所は，図 3－1 における可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側）と可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）である。なお，常設代替高圧電源設備

置場については，防護壁で囲まれている保管場所であり，防護対象施設に対する障害物がある

ため対象外である。なお，当該置場内部に配置される設備は，風荷重の影響も受けない。 

固縛が必要とされた屋外ＳＡ設備のうち可搬型設備については，重大事故等発生時の初動対

応時間を確保するために，固縛装置の数を可能な限り少なくする設計とする。固縛が必要とさ

れた屋外ＳＡ設備のうち車両型の設備（屋外ＳＡ設備を積載した運搬車等の車両は収納設備と

して扱い，車両型の屋外ＳＡ設備とはしない）については，耐震設計に影響を与えることがな

いよう，固縛装置に耐震設計で求められる余長を持たせる若しくは，地震時に屋外ＳＡ設備を

固縛した状態でも重大事故等に対処する機能を保持する設計とする。 
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表 3－1 竜巻防護に関する技術基準規則と詳細設計段階における設計方針の整理（1/3） 

技術基準規則 東海第二発電所 詳細設計段階における設計方針 

第 54条 1項 1号 

想定される重大事故等

が発生した場合におけ

る温度，放射線，荷重

その他の使用条件にお

いて，重大事故等に対

処するために必要な機

能を有効に発揮するこ

と。 

○環境条件等 

・環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候等に

よる影響並びに荷重 

  屋外及び常設代替高圧電源設備置場（地上階）の重大事故等対処設備は，重

大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。（後略） 

  また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び火山の影響に

よる荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，風（台風）及び竜

巻による風荷重の影響に対しては，位置的分散を考慮した保管により，機能を

損なわない設計とする。 

 

  位置的分散については，同じ機能を有する重大事故等対処設備（設計基準事

故対処設備を兼ねている重大事故等対処設備も含む）と 100m 以上の離隔距離を

確保した保管場所を定めて保管することにより，竜巻により同じ機能を有する

設備が同時に機能喪失することの防止を図る設計とする。ただし，同じ機能を

有する重大事故等対処設備がない設備については，竜巻によって 1 台が損傷し

たとしても必要数を満足し，機能が損なわれないよう，予備も含めて分散させ

るとともに，原子炉格納容器，使用済燃料プール及びこれらの設備が必要とな

る事象の発生を防止する設計基準事故対処設備，重大事故等対処設備を内包す

る原子炉建屋等並びに海水ポンプ室から 100m 以上の離隔距離を確保した保管場

所を定めて保管する設計とする。 

  運用として，竜巻が襲来して，個々の設備が損傷した場合は，原子炉の停止

を含めた対応を速やかにとることとし，この運用について，保安規定に定め

る。 

第 54条 1項 5号 

工場等内の他の設備に

対して悪影響を及ぼさ

ないこと。 

○悪影響防止等 

・悪影響防止 

  重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設内の他の設備（設計基準対象施設

及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及

ぼさない設計とする。 

  他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の

系統的な影響（電気的な影響を含む。），地震，火災，溢水，風（台風）及び

竜巻による影響並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮

する。 

 

  風（台風），竜巻による影響については，屋内の重大事故等対処設備は，風

（台風）及び竜巻による風荷重に対し外部からの衝撃による損傷の防止が図ら

れた建屋等内に保管することで，他設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

  屋外の重大事故等対処設備は，固縛装置により浮き上がり又は横滑りによっ

て設計基準事故対処設備（防護対象施設）や同じ機能を有する他の重大事故等

対処設備に衝突し，損傷させることのない設計とするとともに，重大事故等対

処設備の初動対応時間を確保するために，固縛装置の数を可能な限り少なくす

る設計とする。固縛装置の設計は，風荷重による浮き上がり又は横滑りの荷重

並びに保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生す

る風荷重に耐える設計とする。 

  なお，固縛が必要とされた重大事故等対処設備のうち車両型の設備について

は，耐震設計に影響を与えることがないよう，固縛装置に余長を持たせた設計

とする。 
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表 3－1 竜巻防護に関する技術基準規則と詳細設計段階における設計方針の整理（2/3） 

技術基準規則 東海第二発電所 詳細設計段階における設計方針 

第 54条 2項 3号 

常設重大事故防止設備

には，共通要因（設置

許可基準規則第 2条第

2項第 18号に規定す

る共通要因をいう。以

下同じ。）によって設

計基準事故対処設備の

安全機能と同時にその

機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な

措置を講ずること。 

○多様性，位置的分散等 

・多重性又は多様性及び独立性 

a. 常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃

料プールの冷却機能若しくは注水機能と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様

性及び独立性を有し，位置的分散を図ることを考慮して適切な措置を講じる

設計とする。 

 

   環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合（以下「重大

事故等時」という。）における温度，放射線，荷重その他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大

事故等時の環境条件における健全性については，「環境条件等」に基づく設

計とする。 

   風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに

電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損

なわれない設計とする。 

 

   風（台風），竜巻（中略）に対しては，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋等内に設置するか，又は設計基準事故対処設備等と同時にそ

の機能が損なわれないように設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，

屋外に設置する。 

 

第 54 条 3項 5号 

地震，津波その他自然

現象又は故意による大

型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常

設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保

管すること。 

○多様性，位置的分散等 

・多重性又は多様性及び独立性 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

る設計とする。 

 

   環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合（以下「重大

事故等時」という。）における温度，放射線，荷重その他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。

重大事故等時の環境条件における健全性については，「環境条件等」に基づ

く設計とする。 

   風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し機能

が損なわれない設計とする。 

 

   風（台風），竜巻（中略）に対しては，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋等内に保管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数

箇所に分散して保管する。 
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表 3－1 竜巻防護に関する技術基準規則と詳細設計段階における設計方針の整理（3/3） 

技術基準規則 東海第二発電所 詳細設計段階における設計方針 

第 54条 3項 7号 

重大事故防止設備のう

ち可搬型の物には，共

通要因によって，設計

基準事故対処設備の安

全機能，使用済燃料貯

蔵槽の冷却機能若しく

は注水機能又は常設重

大事故防止設備の重大

事故に至るおそれがあ

る事故に対処するため

に必要な機能と同時に

その機能が損なわれる

おそれがないよう，適

切な措置を講ずるこ

と。 

○多様性，位置的分散等 

・多重性又は多様性及び独立性 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故防止装置は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防

止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的

分散を図ることを考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

   環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合（以下「重大

事故等時」という。）における温度，放射線，荷重その他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。

重大事故等時の環境条件における健全性については，「環境条件等」に基づ

く設計とする。 

   風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し機能

が損なわれない設計とする。 

 

   風（台風），竜巻（中略）に対しては，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋等内に保管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数

箇所に分散して保管する。 
 

 

  



 

 

1-6-6 

表
3
－
2
 
屋

外
Ｓ

Ａ
設

備
の
竜
巻

防
護

に
か

か
る

具
体

的
な

設
計
内

容
の

整
理
 

 
同

じ
機
能

を
有

す
る

Ｓ
Ａ

設
備

が
あ
る

屋
外

Ｓ
Ａ
設
備
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

Ｓ
Ａ

設
備

が
な
い

屋
外

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置

的
分

散
に

よ
る
 

機
能

維
持

設
計
 

 
同

じ
機

能
を

有
す

る
Ｓ

Ａ
設

備
（
Ｄ

Ｂ
設

備
を

兼
ね

て
い
る

Ｓ
Ａ

設

備
も

含
む

）
と

10
0
 
m
以

上
の

離
隔
距

離
を

確
保

し
た

保
管
場

所
を

定

め
て

保
管

す
る

こ
と

に
よ

り
，

竜
巻
に

よ
り

同
じ

機
能

を
有
す

る
設

備

が
同

時
に

機
能

を
喪

失
す

る
こ

と
が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 
竜

巻
に

よ
っ
て

1
 台

が
損
傷

し
た
と

し
て

も
必

要
数
を
満

足
す
る

よ

う
，

予
備

も
含

め
て

分
散

さ
せ

る
と
と

も
に

，
原

子
炉
格
納

容
器
，

使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
及

び
こ

れ
ら

の
設
備

が
必

要
と

な
る
事
象

の
発
生

を

防
止

す
る

Ｄ
Ｂ

設
備

，
Ｓ

Ａ
設

備
を
内

包
す

る
原

子
炉
建
屋

等
並
び

に

海
水

ポ
ン

プ
室

か
ら

10
0
 
m
以

上
の
離

隔
距

離
を

確
保
し
た

保
管
場

所

を
定

め
て

保
管

す
る

こ
と

に
よ

り
，
竜

巻
に

よ
り

同
じ
機
能

を
有
す

る

設
備

が
同

時
に

機
能

を
喪

失
す

る
こ
と

が
な

い
設

計
と
す
る

。
 

悪
影

響
防

止
の

た
め

の
固

縛
設

計
 

 
悪

影
響

防
止

の
た

め
の

固
縛

に
つ
い

て
は

，
位

置
的

分
散
と

あ
い

ま
っ

て
，

固
縛

装
置

に
よ
り

浮
き

上
が

り
又

は
横

滑
り
に

よ
っ

て
Ｄ

Ｂ
設

備

（
防

護
対

象
施

設
）

や
他

の
Ｓ

Ａ
設
備

に
衝

突
し

，
損

傷
さ
せ

る
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
と
と

も
に

，
重

大
事

故
等

発
生
時

の
初

動
対

応
時

間
を

確
保

す
る

た
め

に
，

固
縛

装
置

の
数
を

可
能

な
限

り
少

な
く
す

る
設

計
と

す
る

。
固

縛
装

置
の
設

計
は

，
風

荷
重

に
よ

る
浮
き

上
が

り
又

は
横

滑
り

の
荷

重
並

び
に

保
管

場
所

を
踏

ま
え
て

固
縛

の
要

否
を

決
定
し

，
固

縛
が

必
要

な
場

合
は

，
発
生

す
る

風
荷

重
に

耐
え

る
設
計

と
す

る
。
 

 
な

お
，

固
縛

が
必

要
と

さ
れ

た
屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

の
う

ち
車
両

型
の

設
備

に
つ

い
て

は
，

耐
震
設

計
に

影
響

を
与

え
る

こ
と
が

な
い

よ
う

，
固

縛
装

置
に

適
切

な
余

長
を

持
た

せ
る

若
し
く

は
，

地
震

時
に

屋
外
Ｓ

Ａ
設

備
を

固
縛

し
た

状
態

で
も
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
機
能

を
保

持
す

る
設

計
と

す
る
 

 
 



 

 

1-6-7 

表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
1
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２
 

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

可
搬

型
代

替
注

水

中
型
ポ
ン
プ
 

可
搬
 

①
低
圧
代
替
注
水
系
(6
2
条
) 

②
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
(6
4
条
) 

③
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
(6
5
条
) 

④
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
66

条
）
 

⑤
溶
融
炉
心
の
落
下
遅
延
及
び
防
止
(6
6
条
) 

⑥
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
及

び
酸

素
の

排
出

(
67

条
) 

⑦
水
の
供
給
(7
1
条
) 

①
残

留
熱

除
去

系
（

低
圧

注
水

系
）
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

②
残

留
熱

除
去

系
（

格
納

容
器

ス

プ
レ
イ
冷
却
系
）
 

③
な
し
 

④
な
し
 

⑤
残
留
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
，
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

⑥
な
し
 

⑦
な
し
 

①
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

②
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

③
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

④
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

⑤
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

⑥
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

⑦
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
設

置
さ

れ
た

建
屋

等

か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
す

る
と

と
も

に
，

同
じ

設
備

同

士
で

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
。
 

図
 

3－
2 

ホ
ー
ス
 

可
搬

型
代

替
注

水

大
型
ポ
ン
プ
 

可
搬
 

①
低
圧
代
替
注
水
系
(6
2
条
) 

②
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
(6
4
条
) 

③
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
(6
5
条
) 

④
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
66

条
）
 

⑤
溶
融
炉
心
の
落
下
遅
延
及
び
防
止
(6
6
条
) 

⑥
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
及

び
酸

素
の

排
出

(
67

条
) 

⑦
水
の
供
給
(7
1
条
) 

①
残

留
熱

除
去

系
（

低
圧

注
水

系
）
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

②
残

留
熱

除
去

系
（

格
納

容
器

ス

プ
レ
イ
冷
却
系
）
 

③
な
し
 

④
な
し
 

⑤
残
留
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
，
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

⑥
な
し
 

⑦
な
し
 

①
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

②
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

③
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

④
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

⑤
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

⑥
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

⑦
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
設

置
さ

れ
た

建
屋

等

か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
す

る
と

と
も

に
，

同
じ

設
備

同

士
で

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
。
 

ホ
ー
ス
 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。
 

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。
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表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
2
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
（
機
能
）
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

可
搬

型
代

替
注

水

中
型
ポ
ン
プ
 

可
搬
 

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
(6
9
条
) 

①
残

留
熱

除
去

系
（

使
用

済
燃

料

プ
ー

ル
水

の
冷

却
及

び
補

給
）

，
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系

①
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
設

置
さ

れ
た

建
屋

等

か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
。
 

図
 

3－
3 

ホ
ー
ス
 

可
搬

型
代

替
注

水

大
型
ポ
ン
プ
 

可
搬
 

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
(6
9
条
) 

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
(6
9
条
) 

①
残

留
熱

除
去

系
（

使
用

済
燃

料

プ
ー

ル
水

の
冷

却
及

び
補

給
）

，
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系

②
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 

①
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

②
常
設
低
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
設

置
さ

れ
た

建
屋

等

か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離
を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て
保

管
。
 

ホ
ー
ス
 

可
搬

型
代

替
注

水

大
型

ポ
ン

プ
（

放

水
用
）
 

可
搬
 

①
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
（
69

条
，
70

条
）
 

②
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
(7
0
条
) 

①
な
し
 

②
な
し
 

①
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

②
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0 
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
格

納
容

器
，

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
及

び
原

子
炉

建
屋

並

び
に
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら

10
0 
m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管

場
所
を
定
め
て
保
管
。

※
３
 

図
 

3－
4 

放
水
砲
 

可
搬
 

ホ
ー
ス
（
放
水
用
）
 

可
搬
 

泡
混
合
器
 

可
搬
 

①
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
(7
0
条
) 

①
な
し
 

①
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0 
m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管

場
所

を
定

め
て

保
管

。
※

３
（

故
意

の
航

空
機

衝
突

に
よ

る
燃

料
火

災

に
対

応
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

り
，
竜
巻
襲
来
時
は
不
要
。
）
 

図
 

3－
4 

泡
消
火
薬
剤
容
器
 

（
大
型
ポ
ン
プ
用
）
 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。

※
3：

予
備
を
管
理
す
べ
き
数
に
含
め
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
，
こ
の
運
用
に
つ
い
て
保
安
規
定
に
定
め
る
。



1-6-9

表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
3
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
（
機
能
）
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

汚
濁
防
止
膜
 

可
搬
 

①
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
(
70

条
) 

①
な
し
 

①
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0 
m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管

場
所

を
定

め
て

保
管

。
※

３
（

固
縛

装
置

に
よ

り
，

竜
巻

襲
来

時
の

挙

動
を

考
慮

し
て

も
機

能
は

損
な

わ

れ
な
い
。
）
 

図
 

3－
4 

小
型
船
舶
 

可
搬
 

①
可
搬
型
放
射
能
測
定
装
置
等
に
よ
る
放
射

性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
線
量
の
測
定

(
75

条
) 

①
な
し
 

①
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0 
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
格

納
容

器
及

び
原

子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

か

ら
1
00
 m

以
上
の
離
隔
距
離
を
確
保

し
た
保
管

場
所
を
定
め
て
保
管

。
※

３

図
 

3－
4 

窒
素
供
給
装
置
 

可
搬
 

①
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
(6
3
条
)

②
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
(6
5
条
)

③
可

搬
型

窒
素

供
給

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容
器
内
の
不
活
性
化
(6
7
条
)

④
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
よ

る
原

子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
及

び
酸

素
の

排
出

(
67

条
)

①
残

留
熱

除
去

系
（

原
子

炉
格

納

容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
）

②
な
し
 

③
な
し
 

④
な
し
 

①
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

②
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

③
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

③
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0 
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
格

納
容

器
及

び
原

子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

か

ら
1
00
 m

以
上
の
離
隔
距
離
を
確
保

し
た
保
管

場
所
を
定
め
て
保
管

。
※

３

図
 

3－
4 

窒
素

供
給

装
置

用

電
源
車
 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。

※
3：

予
備
を
管
理
す
べ
き
数
に
含
め
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
，
こ
の
運
用
に
つ
い
て
保
安
規
定
に
定
め
る
。



1-6-10

表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
4
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
（
機
能
）
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

常
設

代
替

高
圧

電

源
装
置
 

常
設
 

①
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
る

非
常

用
所

内

電
気
設
備
へ
の
給
電
(7
2
条
)

②
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
る

代
替

所
内

電

気
設
備
へ
の
給
電
(7
2
条
)

①
２

Ｃ
・

２
Ｄ

 
非

常
用

デ
ィ

ー

ゼ
ル
発
電
機

②
非
常
用
所
内
電
気
設
備
 

①
可
搬
型
代
替
低
圧
電
源
車
 

②
可
搬
型
代
替
低
圧
電
源
車
 

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

（
可

搬
型

低
圧

電
源

車
）
か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離

を
確
保
し
た
位
置
に
設
置
。
 

図
 

3－
5 

可
搬

型
代

替
低

圧

電
源
車
 

可
搬
 

①
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
る

非
常

用
所

内

電
気
設
備
へ
の
給
電
(7
2
条
)

②
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
る

代
替

所
内

電

気
設
備
へ
の
給
電
(7
2
条
)

①
２

Ｃ
・

２
Ｄ

 
非

常
用

デ
ィ

ー

ゼ
ル
発
電
機

②
非
常
用
所
内
電
気
設
備
 

①
常
設
代
替
高
圧
電
源
装
置
 

②
常
設
代
替
高
圧
電
源
装
置
 

原
子
炉
建
屋
か
ら

10
0 
m
以
上
の
離

隔
距

離
を

確
保

す
る

と
と

も
に

，

同
じ

機
能

を
持

つ
常

設
代

替
高

圧

電
源
装
置
か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定

め
て
保
管
。
 

図
 

3－
6 

ケ
ー
ブ
ル
 

可
搬

型
代

替
低

圧

電
源
車
 

可
搬
 

①
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復
(6
1
条
) 

②
代

替
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

非
常

用
所

内

電
気
設
備
へ
の
給
電
(7
2
条
)

③
代

替
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

代
替

所
内

電

気
設
備
へ
の
給
電
(7
2
条
)

①
12
5k
V

系
蓄

電
池

（
Ａ

系
・

Ｂ

系
）

，
２

Ｃ
・

２
Ｄ

 
非

常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

②
２

Ｃ
・

２
Ｄ

 
非

常
用

デ
ィ

ー

ゼ
ル
発
電
機

③
非
常
用
所
内
電
気
設
備
 

①
逃

が
し

安
全

弁
用

可
搬

型
蓄

電

池

②
1 2
5k
V

系
蓄

電
池

(
２

Ａ
・

２

Ｂ
・

Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
系

)
，
中

性
子
モ

ニ
タ

用
蓄

電
池

（
Ａ

系
・

Ｂ

系
）

③
緊

急
用

12
5k
V
系

蓄
電

池
，

緊

急
用
直
流

12
5
kV

主
母
線
盤

原
子
炉
建
屋
か
ら

10
0 
m
以
上
の
離

隔
距

離
を

確
保

す
る

と
と

も
に

，

同
じ

機
能

を
有

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
設

置
さ

れ
た

建
屋

（
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
置

場
）
か
ら

10
0 
m
以
上
の
離
隔
距
離

を
確

保
し

た
保

管
場

所
を

定
め

て

保
管
。
 

図
 

3－
6 

可
搬
型
整
流
器
 

ケ
ー
ブ
ル
 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。



1-6-11

表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
5
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
（
機
能
）
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

（
前
項
よ
り
）
 

可
搬
 

①
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
へ

の
給

油
（

7
2

条
）

②
可

搬
型

代
替

低
圧

電
源

車
へ

の
給

油
（

7
2

条
）

③
可

搬
型

代
替

注
水

中
型

ポ
ン

プ
へ

の
給

油

（
72

条
）

③
-1

低
圧
代
替
注
水
系
(6
2
条
)

③
-2

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
(
64

条
)

③
-3

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

(
65

条
) 

③
-4

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
66

条
）

③
-5

溶
融

炉
心

の
落

下
遅

延
及

び
防

止
(
66

条
)

③
-6

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

及
び

酸
素

の
排
出
(6
7
条
) 

③
-7

水
の
供
給
(7
1
条
)

③
-
8
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
(6
9
条
)

①
２

Ｃ
・

２
Ｄ

 
非

常
用

デ
ィ

ー

ゼ
ル
発
電
機

②
12
5k
V

系
蓄

電
池

（
Ａ

系
・

Ｂ

系
）

，
２

Ｃ
・

２
Ｄ

 
非

常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

③
-
1
残
留

熱
除

去
系

（
低

圧
注

水

系
）
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

③
-
2
残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
ｽ

ﾌ
ﾟ冷

却
系
）

③
-3

な
し

③
-4

な
し

③
-5

残
留

除
去

系
（

低
圧

注
水

系
）
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

③
-6

な
し

③
-7

な
し

③
-
8
残
留

熱
除

去
系

（
使

用
済

燃

料
プ

ー
ル

水
の

冷
却

及
び

補

給
）

，
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系

①
可
搬
型
代
替
低
圧
電
源
車
 

②
常
設
代
替
高
圧
電
源
装
置
 

③
-1

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-2

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-3

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-4

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-5

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-6

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-7

な
し
（
予
備
あ
り
）

③
-8

な
し
（
予
備
あ
り
）

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0 
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
格

納
容

器
，

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
及

び
原

子
炉

建
屋

並

び
に
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら

10
0 
m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管

場
所
を
定
め
て
保
管
。

※
３
 

図
 

3－
4 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。

※
3：

予
備
を
管
理
す
べ
き
数
に
含
め
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
，
こ
の
運
用
に
つ
い
て
保
安
規
定
に
定
め
る
。



1-6-12

表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
6
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
（
機
能
）
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

（
次
項
へ
続
く
）
 

可
搬
 

④
可

搬
型

代
替

注
水

大
型

ポ
ン

プ
へ

の
給

油

（
72

条
）

④
-1

低
圧
代
替
注
水
系
(6
2
条
)

④
-2

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
(
64

条
)④

-3
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び
除
熱
(6
5
条
) 

④
-4

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
66

条
）

④
-5

溶
融

炉
心

の
落

下
遅

延
及

び
防

止
(
66

条
)

④
-6

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

及
び

酸
素

の
排
出
(6
7
条
) 

④
-7

水
の
供
給
(7
1
条
)

④
-
8
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
(6
9
条
)

④
-
9
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
(6
9
条

)

⑤
可

搬
型

代
替
注

水
大

型
ポ
ン

プ
(
放
水

用
)

へ
の
給
油
（
72

条
）

⑤
-1

大
気

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

抑
制

（
69

条
，
70

条
）

⑤
-
2
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
(7
0
条
)

④
-
1
残
留

熱
除

去
系

（
低

圧
注

水

系
）
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

④
-
2
残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
ｽ

ﾌ
ﾟ冷

却
系
）
④
-3

な
し

④
-4

な
し

④
-5

残
留

除
去

系
（

低
圧

注
水

系
）
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

④
-6

な
し

④
-7

な
し

④
-
8
残
留

熱
除

去
系

（
使

用
済

燃

料
プ

ー
ル

水
の

冷
却

及
び

補

給
）

，
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系

④
-9

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系

⑤
-1

な
し

⑤
-2

な
し

④
-1

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-2

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-3

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-4

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-5

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-6

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-7

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-8

な
し
（
予
備
あ
り
）

④
-9

な
し
（
予
備
あ
り
）

⑤
-1

な
し
（
予
備
あ
り
）

⑤
-2

な
し
（
予
備
あ
り
）

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
格

納
容

器
，

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
及

び
原

子
炉

建
屋

並

び
に
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら

10
0
m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管

場
所
を
定
め
て
保
管
。

※
３
 

図
 

3－
4 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。

※
3：

予
備
を
管
理
す
べ
き
数
に
含
め
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
，
こ
の
運
用
に
つ
い
て
保
安
規
定
に
定
め
る
。
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表
3
-
3 

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備
の
竜

巻
に
対

す
る

具
体

的
な

設
計

内
容
(
7
/
7)
 

屋
外
Ｓ
Ａ
設
備

※
１
 

設
備
（
機
能
）
の
分
類
 

設
備
の
持
つ
機
能
 

（
関
連
条
文
）

※
２

機
能
喪
失
を
想
定
す
る
Ｄ
Ｂ
設
備
 

同
じ
機
能
を
有
す
る
 

Ｓ
Ａ
設
備
 

位
置
的
分
散
に
関
わ
る
 

設
計
内
容
 

関
連
 

図
面
 

常
設
／
可
搬
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

（
前
項
よ
り
）
 

可
搬
 

⑥
可

搬
型

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車

へ
の

給

油
（
72

条
）

⑥
-1

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

(
63

条
) 

⑥
-2

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

(
65

条
) 

⑥
-3

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
不
活
性
化
(6
7
条
)

⑥
-4

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

及
び

酸
素

の
排
出
(6
7
条
) 

⑥
-
1
残
留

熱
除

去
系

（
原

子
炉

格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
）

⑥
-2

な
し

⑥
-3

な
し

⑥
-4

な
し

⑥
-1

な
し
（
予
備
あ
り
）

⑥
-2

な
し
（
予
備
あ
り
）

⑥
-3

な
し
（
予
備
あ
り
）

⑥
-4

な
し
（
予
備
あ
り
）

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
格

納
容

器
，

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
及

び
原

子
炉

建
屋

並

び
に
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら

10
0
m
以

上
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
保

管

場
所
を
定
め
て
保
管
。

※
３
 

図
 

3－
4 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

可
搬
 

①
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
確
保
(5
4
条
) 

①
な
し
 

①
な
し
（
予
備
あ
り
）
 

予
備
も
含
め
て

2
箇
所
に

10
0
m
以

上
分

散
し

て
保

管
す

る
と

と
も

に
，

原
子

炉
建

屋
並

び
に

海
水

ポ

ン
プ
室
か
ら

10
0m

以
上
の
離
隔
距

離
を

確
保

し
た

保
管

場
所

を
定

め

て
保
管
。

※
３

図
 

3－
8 

※
1：

海
水
ポ
ン
プ
等
の
Ｄ
Ｂ
設
備
を
兼
ね
て
い
る
屋
外
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
，
技
術
基
準
規
則

7
条
の
要
求
に
従
い
外
部
事
象
防
護
施
設
と
し
て
設
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。

※
2：

関
連
条
文
は
（
技
術
基
準
規
則
）
に
お
け
る
条
文
を
示
す
。

※
3：

予
備
を
管
理
す
べ
き
数
に
含
め
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
，
こ
の
運
用
に
つ
い
て
保
安
規
定
に
定
め
る
。
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図
3
-
1 

屋
外

の
重

大
事

故
等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

（
全

体
位
置

図
）
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図
3
－
2
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

62
条
，

6
4
条

，
65

条
，
6
6
条
，

67
条
及

び
71

条
）
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図
3
－
3
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

69
条
）
 



1-6-17

図
3
－
4
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

62
条
，

6
4
条

，
65

条
，
6
6
条
，

67
条
，

6
9
条
，

7
0
条

，
71

条
，

7
2
条

及
び

7
5
条

）
 



1-6-18

図
3
－
5
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

72
条
）
 



1-6-19

図
3
－
6
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

72
条
）
 



1-6-20

図
3
－
7
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

72
条
）
 



1-6-21

図
3
－
8
 
Ｓ

Ａ
設

備
の

位
置
的

分
散
の

確
認

結
果

（
技

術
基

準
規
則

54
条
）




